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保
険
料
の
納
入（
決
定
）通
知
書

を
７
月
中
旬
ま
で
に
送
付

　

保
険
料
を
納
付
書
で
納
付
す
る
方

に
は
、
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
で
納
付
す
る
方
、
年
金

受
給
額
か
ら
差
し
引
か
れ
る
方（
年
額

18
万
円
以
上
の
年
金
受
給
者
）に
は
、

決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
は
70
歳
以
上
の
方

が
東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス
を
購
入
す

る
際
の
必
要
書
類
と
し
て
使
用
で
き

ま
す
。
再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
保
険
料
は
、３
年
ご
と
に
策
定
す
る

介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
き
改
定

さ
れ
ま
す
。

　
令
和
６
年
度
の
保
険
料
は
、第
９
期

事
業
計
画（
６
〜
８
年
度
）の
策
定
に

合
わ
せ
、介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

見
込
み
量
な
ど
を
基
に
見
直
し
ま
し

た
。

　
詳
し
く
は
、
介
護
保
険
料
納
入（
決

定
）通
知
書
に
同
封
の
案
内
、ま
た
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
自
己
負

介
護
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ

6565
歳
以
上
の
方
へ

歳
以
上
の
方
へ

担
割
合
は
通
常
１
割
〜
３
割
で
、残
額

が
介
護
保
険
か
ら
給
付
さ
れ
ま
す
が
、

保
険
料
を
滞
納
す
る
と
次
の
と
お
り

制
限
さ
れ
ま
す
。

①
１
年
以
上
の
滞
納
＝
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
料
が
全
額
自
己
負
担
と
な

る
。申
請
す
る
こ
と
で
保
険
給
付
分

が
払
い
戻
さ
れ
る

②
１
年
６
か
月
以
上
の
滞
納
＝
①
と

同
様
に
制
限
。
た
だ
し
、払
い
戻
さ

れ
る
分
か
ら
、滞
納
し
て
い
る
保
険

料
が
差
し
引
か
れ
る

③
２
年
以
上
の
滞
納
＝
介
護
サ
ー
ビ

ス
利
用
料
の
自
己
負
担
割
合
が
一

定
期
間
３
割（
自
己
負
担
が
３
割
の

方
は
４
割
）と
な
る
ほ
か
、
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
受
け
ら
れ
な

く
な
る

　

災
害
な
ど
特
別
な
事
情
が
あ
る
場

合
、保
険
料
を
免
除
ま
た
は
減
額
す
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
介
護
保
険
料
納
入（
決

定
）通
知
書
に
同
封
の
案
内
、ま
た
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、介
護
福
祉
課
保
険
料
係

へ
。

保
険
料
を
納
め
ず
に
い
る
と

保
険
料
の
見
直
し

保
険
料
の
減
免

免除・納付猶予制度とは
　経済的な理由で国民年金保険
料の納付が困難な場合、免除ま 
たは猶予される制度があります。
　免除や猶予を受けないまま保険
料を納めずにいると、障害のある
状態になったり亡くなったりした
場合、障害基礎年金や遺族基礎年
金を受け取れないことがあります
ので、申請してください。
◉�免除制度
　本人、配偶者及び世帯主の前年
所得が一定の基準以下の場合、申
請して承認されると保険料の納付
が免除されます（要件あり）。
　免除には、保険料の全額が免除
される「全額免除」と、保険料の一
部が免除され、残りの保険料を納
付する「一部免除」があります。
　一部免除には、４分の３免除、
半額免除、４分の１免除がありま
す。一部免除の承認を受けた方は、
後日、年金事務所から送付される
一部免除額用の納付書で、納期内
に納めてください。

　免除期間は、老齢基礎年金の受
給資格期間に算入されますが、将
来受け取る年金額は、保険料を全
額納付した場合に比べ、免除の内
容・期間に応じて少なくなります。
未納の場合は、受給資格期間に算
入されません。
◉�納付猶予制度
　50歳未満の方で、本人と配偶者
の前年所得が一定の基準以下の場
合、申請して承認されると保険料
の納付が猶予されます（要件あり）。
　猶予期間は、老齢基礎年金の受
給資格期間に算入されますが、将
来受け取る年金額の計算には反映
されません。
◉�保険料の追納
　追納とは、免除・猶予期間から
10年以内であれば、希望により後
から保険料を納付できる制度です。
　追納した期間は全額納付した期
間と同じ扱いになり、将来受け取
る年金の額を増やすことができま
す。
　ただし、免除・猶予の承認を受
けて３年度目以降は、当初の保険

料に加算金が上乗せされますので、
早めの追納がおすすめです。
申請の受け付けは７月１日
から
　今年度分（令和６年７月～７年６
月分）の免除または納付猶予を希望
する方は、７月１日以降に市役所
年金係または東部出張所で申請し
てください。後日、日本年金機構
から結果通知が届きます。
　昨年度分（５年７月～６年６月
分）について全額免除または納付猶
予の承認を受け、既に継続を希望
した方は、申請する必要はありま
せん。
　申請時点の２年１か月前の月分
まで遡って申請できます。
　ただし、申請が遅れると障害基
礎年金などを受け取れない場合が
ありますので、早めに申請してく
ださい。
◉�問い合わせ先
＊ 申請書の提出＝市役所年金係
＊ 免除・猶予の承認、納付書の送付、
追納の申し込み＝立川年金事務所
☎042-523-0352

国民年金保険料の納付が困難な方へ国民年金保険料の納付が困難な方へ
免除・納付猶予の制度をご利用ください免除・納付猶予の制度をご利用ください


